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｢地銀共同化システム｣の稼働について
当行は、常陽銀行、百十四銀行、南都銀行、三菱東京
UFJ銀行および日本アイ・ビー・エムとともに勘定系お
よび情報系オンラインを共同化システムとして構築する
プロジェクトを進めてまいりましたが、予定通り平成
19年７月に「地銀共同化システム」を稼働しました。「地
銀共同化システム」の稼働により、新業務、新制度、新
技術への対応力を強化し、これまで以上にお客様のニー
ズに合った質の高いサービスをご提供してまいります。

「裁判員制度」に対応するための「裁判員休暇」の新設について
平成21年5月までに開始される予定の「裁判員制度」について、従業員が安心して同制度の活動
に参加できる環境を整備することにより企業としての社会的責任を果たすことを目的とし、全従業
員を対象に「裁判員休暇」を新設しました。

「じゅうろくプラザ」ネーミングライツについて
平成19年９月、JR岐阜駅西隣に新しい文化産業の交流
拠点として岐阜市文化産業交流センターがオープンしま
した。当行は同センターのネーミングライツ（命名権）
に応募し、愛称を「じゅうろくプラザ」とネーミングし
ました。施設の愛称として皆様にわかりやすいことそし
て愛されることを目指してネーミングしました。

本プロジェクトは、「経済産業大臣表彰（IT投資効率化促進部門）」を受けるとともに
日経コンピュータ主催の「IT Japan Award 2007」にて準グランプリを獲得しました。
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